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令和８年６月以降 糸魚川市 任意肺炎球菌

S5159
四角形

S5159
タイプライタ
２回目接種の方

S5159
四角形

S5159
タイプライタ
任意接種

S5159
四角形

S5159
四角形

S5159
タイプライタ
65歳以上の方で、
初回接種から５年以上経過している２回目接種の方
※令和８年度は、令和２年度に初回接種を行った方にお知らせのはがきをお送りしています
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はがきが届いても、過去に自費を含み２回以上接種している方は、対象外です。
接種歴がわからない方は、医療機関にお問合せください。

S5159
四角形

S5159
タイプライタ
■対象となる方
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■任意接種で使用するワクチン
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沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン（PCV20）
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任意接種による健康被害の救済制度について
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任意接種は、接種を受ける方が任意で行う接種のことです。
任意接種で健康被害が生じた場合、独立行政法人医薬品医療機器総合機構が窓口となる、医薬品副作用救済制度の対象になる場合があります。
請求手続き等については、副反応によって健康被害を受けた方が直接、独立行政法人医薬品医療機器総合機構に対して行います。
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【接種方法】
○市内医療機関で接種する場合
　直接医療機関にご予約ください。
　医療機関で配布された「糸魚川市高齢者肺炎球菌予防接種予診票(費用助成用)兼予防接種費用助成
　金代理受領委任状」を記載し、医療機関に提出することで、助成額を差し引いた額の支払いとなり
　ます。
○市外医療機関で接種する場合
　医療機関で接種をし、接種費用を全額支払っていただきます。その後、領収書、振込先がわかるも
　の、接種内容を証明できるもの、印鑑を持って、健康増進課もしくは能生事務所、青海事務所で手
　続きをすることで、助成額を指定口座に振り込みます。

【接種費用】
　医療機関が定める接種費用から市助成額（下記参照）を差し引いた額
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【市助成額】　
　・生活保護世帯の方　接種費用全額　　
　・上記以外の方　　　　　 3,559円　

S5159
四角形

S5159
タイプライタ
任意接種

S5159
テキスト ボックス
【問合先】
　糸魚川市健康増進課保健係
  ☎025-552-1511（代表）




